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笠井修・片山直也著=ＮＯＭＩＫＡ『債権各論Ⅰー契約・事務管理・不当利得』（平成 20年

12月 30日初版１刷） 

 

＊ 上記書籍の 273頁 14行以下（ｂ）（ｃ）の記述を、借地借家法改正（平成 19年法 132

号，平成 20年施行）に伴い，下記のように改める。 

 

 （ｂ）事業用定期借地等  例えば，郊外型量販店などのための借地のように，一定の期

間で投下資本の回収を予定する事業向けの借地形態である。すなわち，もっぱら事業の用

に供する建物（居住用を除く）の所有を目的とし，かつ，存続期間を 30 年以上 50 年未満

とする借地権を設定する場合には，契約の更新や建物築造による存続期間の延長，さらに

建物買取請求を行わない旨を定めることができる（23条 1項）。また，これと同様の目的で

存続期間を 10 年以上 30 年未満とする借地権を設定する場合には，借地権の存続期間や建

物買取請求権に関する規定等は適用しない（同条 2項）。これらの借地契約は，公正証書に

よってしなければならない（同条 3項）。 

 （ｃ）建物譲渡特約付借地権  例えば，土地開発業者（デベロッパー）などが，借地上

に賃貸ビルを建築し，家賃収入を得て，一定期間経過後にはそれを地主に譲渡するという

事業を考慮した借地形態である。すなわち，借地権を設定する場合（23条 2項の借地権設

定の場合を除く）には，9 条の規定にかかわらず，借地権を消滅させるため，その設定後

30 年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価

で譲渡する旨の特約をすることができる（24条 1項）。この特約により借地権が消滅した場

合において，その借地権者または建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているも

のが請求をしたときは，請求の時にその建物につきその借地権者または建物の賃借人と借

地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借（借地権者が請求をした場合において借地権

の残存期間があるときは，その残存期間を存続期間とする賃貸借）がなされたものとみな

す。この場合に，建物の借賃は，当事者の請求により，裁判所が定める（同条 2項）。 
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